
第４７回 甲種防火管理新規講習案内 

峡北広域行政事務組合消防本部 

１ 講習の種類 

   この講習は、消防法第８条第１項の規定による防火管理者の資格を取得しようと 

する者に対し、消防法施行令第３条第１項第１号の規定により消防長が防火管理者の

資格を付与するために行う甲種防火管理新規講習です。 

 

２ 講習の日時・場所及び定員 

   日時 平成２９年１１月１４日（火）～１５日（水）の２日間 

両日とも午前９時００分～午後４時２０分まで 

（２日間受講しなければ資格は取得できません。） 

   場所 峡北広域環境衛生センター（エコパークたつおか） 

  韮崎市竜岡町下條南割１８９５   

   定員 70 名（※定員に満たした時点で締め切らさせて頂きます。） 

 

３ 受講対象 

防火対象物の種別 収容人員 延面積 必要な資格 

特定用途 

防火対象物 

老人ホーム 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑなど 
10 人以上 全部 甲種防火管理者 

劇場・店舗  

飲食店・ﾎﾃﾙ  

病院など 

30 人以上 

300 ㎡以上 甲種防火管理者 

300 ㎡未満 乙種防火管理者 

非特定用途

防火対象物 

共同住宅   

学校・工場  

事務所 など 

50 人以上 

500 ㎡以上 甲種防火管理者 

500 ㎡未満 乙種防火管理者 

上記防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる方 

※ 乙種防火管理講習は行いませんが、甲種防火管理講習を受講した者であれば選任                

   できますので、この機会に受講してください。 

 

４ 受講願書の受付 

（１） 受付日時 平成２９年１０月１６日（月）～２０日（金）までの５日間 

午前９時００分～午後５時００分まで 

（２） 受付場所及び問合せ先 

【受付場所】 

韮崎市本町四丁目８－３６ 峡北広域行政事務組合 消防本部２階「予防課」 

・予 防 課    TEL０５５１－２３－７１１９（平日、日中のみ） 

 


